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第1の法改正は・・・
改正・個人情報保護法！！

第2の法改正は・・・
改正・労働基準法！！

① ほぼすべての企業が対象に！
② 保護対象はメールソフトや携帯のアドレス

帳から指紋認証・顔認証データまでに！
③ 取得時の利用目的と関連性を有すると合理

的に認められる範囲で利用可能に！

そうはいっても、
何をすればいいの？

お困りのあなた！
対策のポイントはずばり・・・
ネットワークとペーパー！
詳細は裏面へ！！

① 中小企業における月60時間越
えの時間外労働への割増賃金
率の猶予撤廃

② 年次有給5日消化の義務付け
③ フレックスタイム制の見直し
④ 健康確保のための時間外労働

に対する指導強化

過重労働対策への
社会の厳しい視線！！

労基も来るっていう
し・・・どうしたら
いいの？

何から始めるのか
わからない！
そんな方は裏面へ！！



弊社65年記念イベント「Experience Next」では、
次を体験・体感していただくことをテーマに開催いたしました。
しかし、今はもっと大切。

今できることを体感！

今できること。今を変える。
それがこれからの中部事務機が提案すること。

事例から学ぶ！
セキュリティ脅威の本当の被害と対策

過重労働対策は待ったなし！
改正労働基準法への備えと対策、できていますか？

見落としていませんか？
今すぐやるべきペーパーセキュリティ対策

6月8日(木) 13:30～ 限定10社！
弊社の技術スタッフが実際にお客様先で遭遇した攻撃被害をご紹介。どんな攻撃に
あうのか？どんな被害にあうのか？どう対策をとればいいのか？気になる方はぜひ！

6月14日(水) 13:30～ 限定12社！
近年、ニュースを賑わす過重労働問題。労働基準監督署が指南する事項とは何か？
いったい何の対策をとればいいのか？法改正も迫る中、具体的な対策をお教えします。

6月22日(木) 13:30～ 限定8社！
PCやサーバ等デジタルデータの情報漏えい対策が進んでも、未だに漏えい経路のトッ
プは紙媒体です。印刷から保管、電子化、廃棄まで各フェーズでの対策をご紹介！

体験・体感会は全て中部事務機本社にて開催！



参加申込書

貴社名

所属/部署名 役職名

お名前 フリガナ

電話番号 E-mail

お客様情報

ご不明な点は担当営業までお気軽にお問い合わせください。

岐阜市都通1丁目15番地
TEL：058-251-7191 FAX：058-255-0011

※ ご提供いただく個人情報の利用目的等につきましては、弊社のHPに掲載している個人情報保護方針をご覧ください。

今できることを体感！

参加を希望される体験・体感会に✔をお付けください。
なお、開催場所は全て中部事務機株式会社本社2階となります。

事例から学ぶ！セキュリティ脅威の本当の被害と対策
6月8日（木）13：30～

過重労働対策は待ったなし！
改正労働基準法への備えと対策、できていますか？

6月14日（水）13：30～

見落としていませんか？
今すぐやるべきペーパーセキュリティ対策 6月22日（木）13：30～
ご希望の時間に✔をお付け下さい。

13：30～ 14：30～ 16：30～14：00～ 15：30～15：00～ 16：00～

今できること。今を変える。
それがこれからの中部事務機が提案すること。

体験・体感会は全て中部事務機本社にて開催！


